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合併協議の主な内容合併協議の主な内容

現在、3市村で行われている行政サービスや事務の中には、その取り扱いの異な
協議を行ってきました。
ここでは、「合併まちづくりプラン」のテーマごとに、合併した場合の住民サービ

コミュニティセンター�

火葬場�

広報紙�

防　災�

水道�

下水道�

トイレの水洗化�

生活�
路線バス�

集会所�

合併の方式�

合併の期日�

新市の名称�

新市の事務所の位置�

財産�

厚田村及び浜益村を廃し、石狩市へ編入する「編入合併」です。�

「平成17年10月1日」です。�

「石狩市」です。�

「現在の石狩市役所」です。�

厚田村・浜益村の財産や債務は、すべて石狩市に引き継ぎます。�

※石狩市の料金体系は、使用水量が増えるほど1m3あたりの単価が高くなります。�

合併の方式�

合併の期日�

新市の名称�

新市の事務所の位置�

財産�

　厚田村・浜益村の水道料金は、段階的に石狩市の料金体系に合わせていき、平成

22年度から統一します。�

　なお、浜益村の料金体系は、合併時に用途別から口径別になります。�

　大きな格差のある下水道使用料は、統一に向けて今後検討します。�

水道�

下水道�

テーマ
「しっかり！暮らしの基盤」に関する協議事項（生活環境）�「しっかり！暮らしの基盤」に関する協議事項（生活環境）�1

基本となる協議事項�基本となる協議事項�

新市(22年度)

3,465円�

石狩市�

3,465円�

厚田村�

4,320円�

浜益村�

3,845円�

○一般家庭（口径13mm、平均17m3を使用した場合）の水道料金（月額）�

新市(22年度)

191,688円�

石狩市�

191,688円�

厚田村�

89,440円�

浜益村�

77,520円�

○学校など大口径利用者（口径50mm、平均344m3を使用した場合）の水道料金（月額）�

新市(合併時)

現行どおり�

石狩市�

1,835円�

厚田村�

3,010円�

浜益村�

�

○下水道使用料（平均17m3を使用した場合）（月額）�
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るものが数多くあることから、合併協議会では「合併するとした場合の取り扱い」について、検討・

スなどについてポイントをお知らせします。

コミュニティセンター�

火葬場�

広報紙�

防　災�

水道�

下水道�

トイレの水洗化�

生活�
路線バス�

集会所�

合併の方式�

合併の期日�

新市の名称�

新市の事務所の位置�

財産�

　使用料は、1時間単位の設定となります。�コミュニティセンター�

　使用料は、地域住民で組織する各会館運営委員会等が定めることとなります。�集会所�

　使用料は、石狩市の料金体系に統一します。�火葬場�

　「広報いしかり」として、地域情報を大切にし、より良い紙面づくりに取り組みます。�
広報紙�

　新たな防災計画を策定し、風水害や高潮などの災害に備えるとともに、防災行政無

線などの整備を進めます。�

防　災�

　今までどおり運行します。�

　なお、より一層利用しやすい運行形態について今後検討します。�

　下水道区域以外の水洗化のため、新市全体で浄化槽の整備を進めます。�トイレの水洗化�

生活�
路線バス�

「しっかり！暮らしの基盤」に関する協議事項（生活環境）�

基本となる協議事項�

新市(合併時)

3,300円�

浜益村�

�

厚田村�

8,000円�

石狩市�

3,300円�

5,000円��10,000円�5,000円�

�

13歳未満�

13歳以上�

○火葬炉使用料（1回）�

浜 益 村 �

会館(5施設)�
生活館(2施設)�
生活改善センター�

厚 田 村 �

集会所(3施設)�
ふれあいセンター(2施設)�
虹が原コミュニティセンター�
望来集落センター�
発足農村センター�

石 狩 市 �

会館(25施設)

○新市の集会所�

浜 益 村 �

ふれあいセンターきらり�
ふるさと塾�
林業研修センター�
基幹集落センター�

厚 田 村 �

総合センター�
交流センターみなくる�

石 狩 市 �

コミュニティセンター(3施設)

○新市のコミュニティセンター�

○個別排水処理施設（浄化槽）使用料（平均17m3を使用した場合）（月額）�

新市(合併時)

3,010円�

石狩市�

�

厚田村�

3,010円�

浜益村�

�
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合併協議の主な内容合併協議の主な内容

保健・福祉�

地域医療(診療所など)

保育所�

医療給付�

国民健康保険�

介護保険�

産業振興対策�

温泉�

ごみ処理�

し尿処理�

墓地�

　一般健康診査、節目健康診査などの健康診査事業や、各種がん検診、乳幼児検診な

どの検診事業を引き続き行います。�

　少子高齢化社会に向けて、高齢者や障がい者に対する各種福祉施策の向上や、子育

て支援の充実に努めます。�

保健・福祉�

　厚田村の診療施設を活用した地域医療や浜益村の国保診療所は、今までどおりです。�

※延長保育の対象は、厚田村・浜益村の保育所のみです。�

※国民健康保険税は、「医療分」と「介護分」の合計額となりますが、ここでは「医療分」のみ記載しております。�

※「？？？」とは･･･　平成18年度からの介護保険料の算定にあたっては、平成15～17年度の第2期計
画期間の実績をもとに算出することとなるため、現時点で正確な金額を出すことができません。なお、
平成15年9月の協議時点では、協議をする際の参考として「3,902円」という金額が出されました。�

地域医療(診療所など)

　へき地保育所は、保育時間、延長保育料を除き、今までどおりです。�

　なお、格差のある保育料は、統一に向けて今後検討します。�

　市立保育園は、今までどおりです。�

保育所�

　重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療、乳幼児医療の助成については、引き続き

行います。なお、4歳未満は1割負担がかかりません。�
医療給付�

　保険給付は、出産育児一時金30万円、葬祭費2万円に統一します。�

　国民健康保険税は、段階的に石狩市の税率に合わせていき、平成22年度から統一します。�
国民健康保険�

　各種事業や介護保険料は、第3期計画が始まる平成18年度から統一します。�介護保険�

テーマ
「はつらつ！日々の暮らし」に関する協議事項（保健・福祉）�「はつらつ！日々の暮らし」に関する協議事項（保健・福祉）�2 「もりもり！まちの活力」に関する協議事項（産業・経済）�

「きらきら！風、みず、みどり」に関する協議事項（環境・衛生）�

○新市のへき地保育所�

浜 益 村 �

はまます保育所�

厚 田 村 �

厚田保育所�
望来保育所�
聚富保育所�

石 狩 市 �

生振保育園�
高岡保育園�

新市(合併時)

8:00～17:00

浜益村�

8:30～16:00

厚田村�

8:00～15:30

石狩市�

8:00～17:00

現行どおり�

17:00～18:00

30分 150円�

6,500円�

8:00～8:30

16:00～18:00

無料�

10,000円�

15:30～18:00

日額 500円�

12,000円�

�
�

�

保 育 時 間 �

保育料(月額)

延長保育時間�

延長保育料�

○へき地保育所の保育時間など（平日分）�

新市(22年度)

10.05％�

浜益村�

9.5％�

厚田村�

7.5％�

石狩市�

10.05％�

�

25,400円�

37,100円�

70％�

25,000円�

26,000円�

50％�

23,000円�

23,000円�

�

25,400円�

37,100円�

�

所得割�

資産割�

均等割�

平等割�

○国民健康保険税の税率など（医療分・年額）�

○第1号被保険者（第3段階～標準）の介護保険料（月額）�

新市(18年度)

？？？�

石狩市�

3,800円�

厚田村�

4,742円�

浜益村�

3,759円�
○
○
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保健・福祉�

地域医療(診療所など)

保育所�

医療給付�

国民健康保険�

介護保険�

産業振興対策�

温泉�

ごみ処理�

し尿処理�

墓地�

「はつらつ！日々の暮らし」に関する協議事項（保健・福祉）�

　第一次産業である農業、漁業、林業は、新市においても重要な位置を占めることから、

後継者の育成など担い手支援に対する助成制度の充実に努めます。�

　商工業は、国の融資制度をはじめとする中小企業等への支援や新港地域への企業

誘致などを引き続き進めます。�

　観光は、より一層の観光振興、特産品開発への支援を引き続き行います。�

産業振興対策�

　今までどおりです。�

　新市民は、この料金で利用できます。�
温泉�

※この他に「粗大ごみ」もあります。�

　今までどおりです。�

　なお、し尿処理運搬手数料は、地域ごとに格差があるため、平成18年度から料金体

系が統一されるよう北石狩衛生施設組合に申し入れます。�

　収集日や収集回数などについては、今までどおりです。�

　なお、ごみの分別は、平成18年度から統一します。�
ごみ処理�

し尿処理�

　今までどおりです。�

　なお、厚田村・浜益村の墓地が石狩市の墓地と同等の整備状況となった場合は、石狩

市の料金体系に統一します。�

墓地�

テーマ
「もりもり！まちの活力」に関する協議事項（産業・経済）�「もりもり！まちの活力」に関する協議事項（産業・経済）�3

テーマ
「きらきら！風、みず、みどり」に関する協議事項（環境・衛生）�「きらきら！風、みず、みどり」に関する協議事項（環境・衛生）�4

新市(合併時)

現行どおり�

浜益村(浜益温泉)

大人　　　　　　  350円�
小学生、70歳以上  100円�

石狩市(番屋の湯)

大人（中学生以上） 600円�
小人（満4歳以上） 300円�

○入館料（1回）�

○新市のごみの分別�

燃やせるごみ�

紙、布類�
台所ごみ�
食用油�
木・草花  など�

燃えないごみ�

ガラス類�
金属類�
せともの�
　　　　  など�

燃やせないごみ�

プラスチック類�
ゴム類�
皮革類�
　　　　  など�

廃蛍光管等�

蛍光管�
水銀体温計�
　　　　�
　　　　  など�

資源物�

びん�
缶�
ペットボトル�
　　　　  など�

新市(合併時)

現行どおり�

浜益村�

�

厚田村�

�

石狩市�

30,900円�

現行どおり��30,000円�30,000円�

�

管理料�

使用料�

○管理料（初回のみ）と使用料（年額）�

○し尿処理運搬手数料(1 )

新市(18年度)

料金体系の統一�

石狩市�

4円54銭�

厚田村�

6円�

浜益村�

7円35銭�

○
○
○
○
家�
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合併協議の主な内容合併協議の主な内容

市章�
市民憲章�
市の花・木・鳥�

地域自治区�
支所機能�

町名・字名�

地方税�

議会議員�

公共的団体等�
(総体的な考え方)

補助金・交付金等�
(総体的な考え方)

農業委員会委員�

使用料・手数料等�
(総体的な考え方)

学校給食�

通学区域�

スクールバス�

社会教育施設�
スポーツ施設�

姉妹都市�
友好町村�

郷土資料館・�
図書館・公民館�

【市章】�

【市民憲章】�

【市の花・木・鳥】�

現在の石狩市の市章とします。�

新しい憲章を制定します。�

現在の石狩市の花や木を用いますが、新しい花・木・鳥の制定な

どについて検討します。�

市章�
市民憲章�
市の花・木・鳥�

　今までどおりです。�

　なお、食材の一括購入などによるコストの改善を行うなど、給食費の統一に向けて今

後検討します。�

学校給食�

　今までどおりです。�

　スクールバスを運行していない地域の遠距離通学者への通学費の助成についても、

今までどおりです。�

　今までどおりです。�

　なお、石狩市と厚田村の境界、厚田村と浜益村の境界など、地域住民から変更の要望

がある場合は、十分な検討を行います。�

通学区域�

　今までどおりです。ただし、厚田村山村スポーツセンターは、使用料を検討します。�

スクールバス�

　今までどおりです。�

　なお、厚田村・浜益村の図書室は、石狩市民図書館の分館となります。�

社会教育施設�
スポーツ施設�

姉妹都市�
友好町村�

　石狩市が姉妹都市として提携するカナダキャンベルリバー市、ロシアワニノ市、中国

彭州市とは、引き続き交流を行います。�

　厚田村が友好町村として提携する石川県門前町については、新市において取り扱い

を検討します。�

郷土資料館・�
図書館・公民館�

テーマ
「すこやか！みんなの心とからだ」に関する協議事項（教育・文化）�「すこやか！みんなの心とからだ」に関する協議事項（教育・文化）�5

※「224～236円」など給食費に幅があるのは、低・中・高学年とそれぞれ単価が違うためです。�

その他の協議事項�その他の協議事項��

新市(合併時)

現行どおり�

浜益村�

240～250円�

厚田村�

240円�

石狩市�

224～236円�

現行どおり�290円�284円�273円�

�

小学生�

中学生�

○給食費（1食）�

○新市の社会教育施設、スポーツ施設�

浜 益 村 �

総合スポーツセンター�
スキー場�

厚 田 村 �

発足地域交流センター�
山村スポーツセンター�
シーサイドみなくるパークゴルフ場�
スキー場�

石 狩 市 �

ふれあい研修センター（4施設）�
自然の家�
美登位創作の家�
緑苑台パークゴルフ場�
はまなす国体記念スポーツ広場�
Ｂ＆Ｇ海洋センター�
多目的スポーツ施設�
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市章�
市民憲章�
市の花・木・鳥�

地域自治区�
支所機能�

町名・字名�

地方税�

議会議員�

公共的団体等�
(総体的な考え方)

補助金・交付金等�
(総体的な考え方)

農業委員会委員�

使用料・手数料等�
(総体的な考え方)

学校給食�

通学区域�

スクールバス�

社会教育施設�
スポーツ施設�

姉妹都市�
友好町村�

郷土資料館・�
図書館・公民館�

　厚田村・浜益村のそれぞれの区域に地域自治区（厚田支所、浜益支所）を置きます。�

　地域自治区には、地域住民で組織する地域協議会が設置され、地域の要望や新市建

設計画に関することなど、新市に対し意見を述べることができます。�

　支所は現在の役場庁舎とし、各種申請などの手続きや相談など、住民と直接対応の

必要な業務は、今までどおり支所で行います。�

地域自治区�
支所機能�

　厚田村は「石狩市厚田区○○★番地」、浜益村は「石狩市浜益区△△★番地」となりま

す。この「○○」や「△△」の部分は、地域住民の意見を聴き合併時までに決めます。�

町名・字名�

　今までどおりです。ただし、納期は、平成18年度から統一します。�

　地域の声を十分に反映することができるよう、厚田村・浜益村の議会議員は、平成19

年5月10日(現在の石狩市議会議員の残任期間)まで、新市の議会議員となります。なお、

厚田村・浜益村の議員は、現在のそれぞれの一般議員の報酬額となります。�

　平成19年5月11日以降は、条例定数26人を減少するよう努力します。�

地方税�

議会議員�

公共的団体等�
(総体的な考え方)

補助金・交付金等�
(総体的な考え方)

　地域の農地の現況を十分把握することができるよう、厚田村・浜益村の選挙で選ば

れた農業委員は、平成20年7月19日(現在の石狩市農業委員会委員の残任期間)まで、

新市の農業委員となります。�

農業委員会委員�

　スキー場やキャンプ場、共同船揚場など、厚田村・浜益村のみにある施設の使用料を

引き継ぐほかは、おおむね石狩市の使用料・手数料等に統一します。�
使用料・手数料等�
(総体的な考え方)

　農業協同組合、商工会議所及び商工会、観光協会は、統合などを働きかけます。�

　活動内容などが類似する団体は、実情を尊重しながら、統合などを働きかけます。�

　事業に対する補助等は、実績や効果を十分に検討し行います。�

　団体に対する補助等は、団体の統廃合などの状況を踏まえ、調整して行います。�

「すこやか！みんなの心とからだ」に関する協議事項（教育・文化）�

その他の協議事項�

課税される方�

前年に一定額以上の所得のある方など�

土地、家屋、償却資産のある方など�

原付、二輪、軽自動車のある方など�

都市計画区域内に土地、家屋のある方など�

国民健康保険に加入している方など�

納期数�

4期�

4期�

1期�

4期�

9期�

税目�

市民税(個人)

固 定 資 産 税 �

軽 自 動 車 税 �

都 市 計 画 税 �

国民健康保険税�

○新市の主な地方税の納期など�

○議会議員数�

H19.5.11以降�

26人以下�

新市(合併時)

50人�

石狩市�

26人�

厚田村�

12人�

浜益村�

12人�

○農業委員会委員数（選挙による委員）�

新市(合併時)

31人�

石狩市�

12人�

厚田村�

9人�

浜益村�

10人�

新市(合併時)

250円�

浜益村�

300円�

厚田村�

250円�

石狩市�

250円�

350円�300円�350円�350円�

�

住民票の写し�

印 鑑 証 明 �

○各種証明書等の手数料（1通）�


